
市町 大字 字 地番

1 武雄市  北方町大崎 会田 235-1 田 636 10年

2 武雄市  北方町大崎 会田 235-2 田 3,854 10年

3 武雄市  北方町大崎 会田 238-1 田 831 10年

4 武雄市  北方町大崎 会田 238-2 田 2,759 10年

5 武雄市  北方町大崎 会田 266-1 田 1,583 10年

6 武雄市  北方町大崎 四本松 999 田 4,015 10年

7 武雄市  北方町大崎 殿町 532-1 田 2,915 10年

8 武雄市  北方町大崎 清水町 842-1 田 580 10年

9 武雄市  北方町大崎 清水町 874-1 田 3,961 10年

10 武雄市  東川登町永野 今藤 3606 田 3,120 10年

11 武雄市  東川登町永野 相園 1108 田 282 10年

12 武雄市  東川登町永野 郷ノ原 4267 田 1,095 10年

13 武雄市  東川登町永野 郷ノ原 4323-1 田 2,998 10年

14 武雄市  東川登町永野 郷ノ原 4323-2 田 188 10年

15 武雄市  東川登町永野 上立石 4026 田 1,283 10年

16 武雄市  北方町志久 東袋 253 田 932 10年

17 武雄市  北方町志久 東袋 254 田 4,668 10年

筆数： 17筆 面積： 35,700㎡合計

武雄市に係る貸付予定農地についての意見聴取

　「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」の附則第10条の規定により、
利害関係人の意見を聴取します。
　 この意見聴取に係る利害関係人は、当該意見聴取期間満了の日までに、公益社団
法人佐賀県農業公社に意見書を提出することができます。
　なお、意見書を提出しようとする者は、住所、氏名、連絡先及び意見をできるだけ具
体的に記載した文書をメール・FAX・郵送等で公益社団法人佐賀県農業公社まで提
出してください。
　意見聴取期間は、令和6年12月27日（金）から令和７年1月6日（金）とします。
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